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 【概要】 

一般社団法人日本作業療法士協会の生活行為向上マネジメント事例登録に提出された事例報告

の合格事例及び不合格事例の分析から，生活期リハビリテーションに関わる作業療法士の実践内

容の特徴を検討した． 

合格事例はケースマネジメントができておりその内容も報告書に表現されていたが，不合格事

例は専門職としての支援が報告書に根拠と具体性をもって表現されておらず，それに加えて対象

者との合意形成や多職種連携，生活行為の引き継ぎというマネジメントが不十分であった． 

 対象者の生活機能を支援する包括的な実践方法である生活行為向上マネジメントの，インテー

ク，アセスメント，解決すべき課題の抽出と設定，プランニング，実行，モニタリング，計画修

正・生活行為の引継ぎというプロセスを確実に行うための作業療法士の能力を高めるための，養

成教育及び卒後教育の更なる充実が必要である． 

 

A. 研究目的 

 一般社団法人日本作業療法士協会（以下，OT 協会）の生活行為向上マネジメント（Management 

Tool for Daily Life Performance ; 以下，MTDLP）」事例登録に提出された事例報告の合格事例

及び不合格事例の分析から，生活期リハビリテーションに関わる作業療法士に求められる課題を

提起する． 

 

B. 研究背景 

「生活行為向上マネジメント（Management Tool for Daily Life Performance ; 以下，MTDLP）」

は，平成 20 年度以降，一般社団法人日本作業療法士協会（以下，OT 協会）が取り組んできた厚

生労働省老人保健健康増進等事業による研究事業で生み出された言葉であり，作業療法を国民に

分かりやすく示す「作業療法の見える化」のツール 1）として開発された． 

MTDLP は，対象者の生活における，様々な作業に焦点をあてることで，対象者と作業療法士

だけではなく，関わるすべての人が支援目標を共有することを可能にし，対象者が自分の回復に
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積極的に関与できるよう構成されている．さらに，MTDLP では，1）対象者を，心身機能の側面

から理解するのみでなく，「生活をする人」として，活動から参加までを見据える包括的視点，2）

対象者の生活を，過去から現在，そして将来まで「連続している生活」として理解し，支援する

包括的視点，3）対象者の「したい」と思う作業からはじまり，「できる」「する」作業へ，加えて

地域の社会資源の活用まで幅広く捉える「作業の拡がり」という包括的視点を重視している． 

この 3 つの視点は，対象者がしたい・する必要がある・することが期待されている生活行為（以

下，生活行為）を実現するための対象者への直接的な支援にとどまらず，対象者が生活する地域

や環境における課題の抽出や課題解決方法の提案といった地域のマネジメントを実践するうえで

も重要である． 

OT 協会では，平成 27 年 7 月 30 日より，1）事例報告の作成によって，MTDLP を適切に活用

できる人材を育成する，2）事例報告の分析によって，作業療法のエビデンス構築のためのデータ

集積をする，3）事例報告の公開によって，作業療法の啓発と取り組みの集積と共有を図ることを

目的に，「MTDLP 事例報告登録」を開始した． 

会員は「事例報告書作成の手引き（生活行為向上マネジメント）」2）に従った事例報告書作成を

求められる．提出された MTDLP 事例報告は，事例審査表（表 1）と事例審査基準（表 2）に従

って複数名の審査員により審査され，合格した MTDLP 事例報告は，OT 協会 HP の学術データ

ベースから OT 協会会員であれば閲覧でき，臨床，教育，研究のために活用できる． 

 

C. 方 法 

 OT 協会の学術データベースの事例報告データベースから，生活行為向上マネジメント事例を

検索した．2017 年 2 月 9 日現在でケースマネジメントが十分にできていると判断され合格し公開

されているのは 15 事例であった．この 15 事例の本文から，前述した 3 つの包括的視点に関連す

る表現と生活行為の合意形成に関連する文章表現に注目し合格事例の特徴を抽出した． 

不合格事例については，OT 協会生活行為向上マネジメント推進プロジェクト事例登録制度班に

よる分析 3）からその特徴を抽出した． 

 

D. 結 果 

合格事例からは，「本人，家族，多職種で本人の価値観を共有できている」，「初期の段階から情

報提供を行っている」，「早期に対象者の生活行為の目標設定ができている」，「希望する生活行為

目標を言語化，視覚化することができている」，「具体的な生活行為目標が提示できている」，「生

活行為の的確な分析ができている」，「段階付けられた計画立案ができている」，「早期からの介入

ができている」，「本人，家族，他職種を含む連携ができ，役割分担が明確である」，「生活行為の

拡がりと波及効果がある」等の特徴があげられた．合格事例のうち，優れた報告と評価された 2

つの事例の概要図を図 1 と図 2 に示した． 

不合格事例からは，「MTDLP をトップダウンのみで行うアプローチという誤った認識」，「作

業療法士としての専門的なアセスメントの不備が多い」，「MTDLP の理解不足から合意形成が難

しい対象者に対して MTDLP を使用している」，「合意形成が不十分なまま介入を行っている」，「目

標と生活課題を対象者やキーパーソンと共有できていない」，「合意目標となった生活行為が対象

者にとって，意味・価値を持ったものなのか読み取れない」，「心身機能の回復を促すプログラム

に終始していて活動と参加を促進する実践ができていない」，「多職種連携が院内スタッフのみで， 
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在宅を見据えているのに院外との連携が不足している」，「支援者が作業療法士のみで，他職種の

介入や支援内容が入っていない」，「作業療法実践は十分に行われているが，字数制限などもあり，

優先順位が整理されずに，必要な内容が事例報告に記載されていない」等の特徴があげられた． 

 

E. 考察および今後の課題 

事例報告書の手引き（生活行為向上マネジメント）2）では，MTDLP の事例審査基準として，

第 0 段階：個人情報保護・基本情報，第一段階：対象者・キーパーソンの目標の聞き取り，第二

段階：アセスメント，第三段階：解決すべき課題の抽出と設定，第四段階：合意形成，第五段階：

プランニング，第六段階：実行・モニタリング，第七段階：計画の修正・生活行為の引き継ぎが

示され，それぞれ下位審査項目が設定されている（表 1）． 

これらの審査基準は専門職として必要な項目とマネジメントに必要な項目から構成されており，

ケースマネジメントが十分にできている A 判定，ケースマネジメントができているが，軽微な修

正が必要な B 判定，ケースマネジメントができているが，修正が必要な C 判定，ケースマネジメ

ントが不十分な D 判定で評価されている． 

不合格事例の多くが C 判定と D 判定であり，専門職としての支援が報告書に根拠と具体性をも

って表現されておらず，それに加えて対象者との合意形成や多職種連携，生活行為の引き継ぎと

いうマネジメントが不十分であった． 

一方，合格事例はこれらの基準を満たしており，専門職としての支援内容やその根拠が具体的

に表現されるとともに，ケースマネジメントも十分にできていたことから，モデル事例として作

業療法士の養成教育や卒後教育の中で積極的に活用していくことが望まれる． 

MTDLP は対象者の生活機能を支援する包括的な実践方法である．インテーク，アセスメント，

解決すべき課題の抽出と設定，プランニング，実行，モニタリング，計画修正・生活行為の引継

ぎという，生活行為向上マネジメントのプロセスを確実に行うことが求められる． 

現在の養成教育では，マネジメントや多職種協働，多職種連携，対象者との合意形成に必要な

コミュニケーションやインテークに関するカリキュラムは十分とはいえない．専門職としてのア

セスメントやプランニング，それを実行できる能力にマネジメントの能力が備わることにより，

作業療法の質を高め対象者にその成果を還元できることから，養成教育及び卒後教育において包

括的な支援に必要な知識と技術を修得する機会を増やすべきと考える．また，実践内容を報告書

としてまとめる技術を向上させることも重要である． 

なお，MTDLP は高齢者を対象とした研究事業から生み出されたことから，対象者の疾患や症

状，病期によっては，その活用に留意する必要がある．そのため事例報告書作成の手引き（生活

行為向上マネジメント）には事例種別ごとの限界と留意点，最低限実施すべきこと（表 3）が示

されている．これらも考慮しつつ MTDLP の活用を推進していくことが必要である． 
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表 1 事例審査の段階と審査項目 文献 2）より一部引用 
審査表 

段階 審査項目 

第 0 段階 

個人情報保護・基本情報 

匿名性の確保 

基本情報は漏れなく記載されているか 

第一段階 

対象者・キーパーソンの 

目標の聞き取り 

対象者の目標は個人因子が反映されているか 

対象者が考える目標の達成レベルを把握しているか 

キーパーソンの意向を確認しているか 

第二段階 

アセスメント 

対象者の目標を達成するために必要なアセスメント項目を選択しているか 

ア 健康状態（病名・症状・合併症・薬の内容） 

セ 心身機能（身体機能・精神機能・水分・血圧・栄養状態など） 

ス 活動（ADL と IADL など，能力，実行状況） 

メ 参加（仕事・地域交流・社会活動など） 

ン 環境因子（用具・住居・周辺環境・家族の態度・サービス・制度など） 

ト 個人因子（生活歴・職歴・役割・趣味・ライフスタイル・価値観など） 

上記のアセスメント項目を必要に応じて網羅しているか 

24 時間 365 日の生活行為の連続を意識しているか（関わっている時間以外含む） 

予後予測はいつまでに，どこまで達成するかを記載しているか 

第三段階 

解決すべき課題の抽出と 

設定 

対象者の現状能力と予後予測のギャップから課題が適切に抽出されているか 

課題重要性は，複数ある項目から目標に応じて優先順位付けされているか 

課題個々の要因は心身機能・環境因子など包括的な視点で分析されているか 

第四段階 

合意形成 

対象者・キーパーソンとの合意形成を経て目標が具体的に示されているか 

他の職種との合意形成や役割分担が適切におこなわれているか 

主たるマネジメント担当者（医師・ケアマネなど）との合意形成に努めているか 

第五段階 

プランニング 

在宅生活・生活の広がりを意識したプラントとなっているか 

長期目標を達成するために，短期目標が具体的に設定されているか 

生活行為工程分析とアセスメントにもとづいたプランが立案されているか 

目標の達成のため，段階付けられたプログラムになっているか 

本人・家族・支援者の役割分担は明確か 

地域の社会資源の活用も検討されているか 

第六段階 

実行・モニタリング 

各プログラム（基本的・応用的・社会適応）の実施状況が記載されているか 

目標は達成されたか，未達成の場合はその理由が明確か 

介入が対象者及び家族の生活に好影響を与えているか 

第七段階 

計画の修正・生活行為の 

引継ぎ 

結果の要因分析からプランの見直しを適切に行ったか 

支援が途切れないように生活行為を引き継いだか 

残る課題を解決するためのプランを考察しているか 

対象者の課題から，組織や地域の課題が抽出されたか 
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表 2 事例審査基準 文献 2）より引用 

判定 基準 審査者の対応 

A ケースマネジ

メントが 

十分にできて

いる 

・審査表の各段階の判定がすべて A・B 

・文章・シートとともに適切に記載 

・審査者が「特に素晴らしい」と判断した場合は， 

S 事例としてください 

例） 

・社会適応プログラムに，地域の社会資源を巧みに利用し

た自立支援に資する多職種プランが 

記載され，役割分担も明確である 

・考察に事例を通してみえた地域の課題が抽出できており，

解決方法まで十分に記載されている 

・合格 

・S 事例の場合は，事

例概要図の作成を依

頼 

B ケースマネジ

メントが 

できているが，

軽微な 

修正が必要 

・審査表の段階 0～四が A・B で，段階五～七の 

 いずれかに C がある． 

・文章・シートの記載内容に軽微な修正が必要 

・不合格 

・修正コメントの作成 

・再登録の際の審査 

C ケースマネジ

メントが 

できているが，

修正が 

必要 

・審査表の段階 0～四に C が 1 個以上で，五～七に 

 C が 2 個以上，または，各段階の判定で C が 3 個以上 

・内容はいいが，シートに不備が多い 

・不合格 

・修正コメントの作成 

・再登録の際の審査 

D ケースマネジ

メントが不十

分 

・D が 1 個以上 ・不合格 

・修正コメントの作成 

・一般事例での登録は 

可能なことを説明 
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表 3 事例種別ごとの限界と留意点 文献 2）より引用 

事例種別 限界 最低限実施するべきこと 

医療：急性期 ・在院日数の制限 

・機能回復の可能性と対象者の

ニーズの偏り 

・病病連携による生活行為や 

 在宅生活への繋ぎの困難さ 

・生活行為の目標の把握 

・対象者と家族への合意形成 

・院内チームのマネジメント 

・回復期 OTやケアマネジャー，地域包括支

援センターへの目標・プランの申し送り 

医療：回復期・維持期 

精神・小児 

介護：老健施設・特別養護

老人ホーム 

・在宅生活での活動と参加の実

行状況の評価 

・環境因子の評価 

・訪問支援の回数制限 

・施設内と施設外のチームマネジメント 

・家族やケアマネジャー等の支援者による環

境因子の代理評価 

・在宅訪問または退院時カンファレンス 

・在宅スタッフへの情報伝達 

介護：通所リハ・通所介

護・訪問リハ・地域包括支

援センター 

障害：総合支援法 

・検査や診断といった医療分野 

・心身機能のアセスメント 

・活動と参加，環境因子のアセスメント充実 

・ケアマネジャーやコーディネーター・ホー

ムヘルパーなどの専門職との役割分担 

・社会適応プログラムの充実 
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図 1 事例概要図（医療・維持期のリハ病院入院事例） 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2 事例概要図（訪問リハの事例） 


